
- 3 - 

令和 ２ 年 ４ 月３０日 

〇規則 

 おだわら子ども若者教育支援センター設置条例の一部の施行期日を定める規則 

 小田原市いこいの森条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

 小田原市いこいの森条例施行規則の一部を改正する規則 

 



おだわら子ども若者教育支援センター設置条例の一部の施行期日を定める規則をここ

に公布する。 

 

  令和 ２ 年 ４ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第４８号 

おだわら子ども若者教育支援センター設置条例の一部の施行期日を定める規 

   則 

 おだわら子ども若者教育支援センター設置条例（令和２年小田原市条例第９号）附則

ただし書に規定する規定の施行期日は、令和２年５月１日とする。 



小田原市いこいの森条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布

する。 

 

  令和 ２ 年 ４ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第４９号 

小田原市いこいの森条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 小田原市いこいの森条例の一部を改正する条例（令和２年小田原市条例第１７号）の

施行期日は、令和２年５月７日とする。 
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生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ２ 年 ４ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第５０号 

生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

生活困窮者自立支援法施行細則（平成２７年小田原市規則第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

様式第３号（裏面）を次のように改める。 
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                 （裏面） 

 

（注意事項） 

１ 本給付金の受給期間中、次の(1)から(3)までの常用就職に向けた求職活動等

（生活困窮者自立支援法施行規則第３条第２号に該当する方については、(2)及

び(3)を除く。）を怠る場合又は小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）の作

成するプランに基づく就労支援を拒否する場合には、支給を中止することがあり

ます。 

(1) 毎月４回以上、小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）の面接等の支援を

受けること。 

(2) 毎月２回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること。 

(3) 原則週１回以上、求人先へ応募を行うこと又は求人先の面接を受けること。 

２ 本給付金の受給期間中に就職した場合には、常用就職届（様式第５号）を提出

してください。 

３ 生活困窮者自立支援施行規則第３条第２号に該当する方については、収入の額

を確認することができる書類を毎月小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）に

提出してください。 

  ４ 賃貸住宅の家賃額の一部支給を受けている方については、本給付金の受給期間

中に収入が減少した場合、申請により支給額の変更が可能な場合がありますので、

小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）に申し出てください。 
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 様式第１４号（裏面）を次のように改める。 
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                （裏面） 

 

（注意事項） 

１ 本給付金の受給期間中、次の(1)から(3)までの常用就職に向けた求職活動等

（生活困窮者自立支援法施行規則第３条第２号に該当する方については、(2)及

び(3)を除く。）を怠る場合又は小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）の作

成するプランに基づく就労支援を拒否する場合には、支給を中止することがあり

ます。 

(1) 毎月４回以上、小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）の面接等の支援を

受けること。 

(2) 毎月２回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること。 

(3) 原則週１回以上、求人先へ応募を行うこと又は求人先の面接を受けること。 

２ 本給付金の受給期間中に就職した場合には、常用就職届（様式第５号）を提出

してください。 

３ 生活困窮者自立支援施行規則第３条第２号に該当する方については、収入の額

を確認することができる書類を毎月小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）に

提出してください。 

  ４ 賃貸住宅の家賃額の一部支給を受けている方については、本給付金の受給期間

中に収入が減少した場合、申請により支給額の変更が可能な場合がありますので、

小田原市福祉事務所（自立相談支援機関）に申し出てください。 
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  附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規定に定める様式に基づいて調製された用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 



 

小田原市いこいの森条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ２ 年 ４ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第５１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小田原市いこいの森条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市いこいの森条例施行規則（昭和５７年小田原市規則第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「別表」を「別表第１」に改める。 

第５条第１項中「以下「差額」を「次項において「差額」に改める。 

第８条第３号中「次の表」を「別表第２」に改め、同号の表を削る。 

別表を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

名称 区分 利用料金 

バードゴルフセット １式（１日）につき １００円 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第８条関係） 

区分 申請日 算出基準 

変更 

使用の日の８日前まで 
既納の利用料金から変更後の利用料金を差し引い

て得た額（以下「差額」という。）の全額 

使用の日の７日前まで 差額の８０パーセントの額 

使用の日の６日前まで 差額の７０パーセントの額 

使用の日の５日前まで 差額の６０パーセントの額 

使用の日の４日前まで 差額の５０パーセントの額 

使用の日の３日前まで 差額の４０パーセントの額 

取消し 

使用の日の８日前まで 既納の利用料金の全額 

使用の日の７日前まで 既納の利用料金の８０パーセントの額 

使用の日の６日前まで 既納の利用料金の７０パーセントの額 

使用の日の５日前まで 既納の利用料金の６０パーセントの額 

使用の日の４日前まで 既納の利用料金の５０パーセントの額 

使用の日の３日前まで 既納の利用料金の４０パーセントの額 

様式第１号及び様式第２号中 

「 テ ン ト 

（ １ ０ 人 用 ） 
張 円 円 円 

 を 



 

 テ ン ト 

（ ５ 人 用 ） 
張    

」 
 

 
「 

テ ン ト サ イ ト 区画 
円 

 

円 円 

」 

に 

 
「 

毛 布 枚    

」 

を 
合 計   

 
「 

合 計   
」 
に 

改める。 

 様式第４号中 

「 テ ン ト 

（ １ ０ 人 用 ） 
円 円 円 

」 

を 
テ ン ト 

（ ５ 人 用 ） 
  

 
「 

テ ン ト サ イ ト 
円 

 

円 円 

」 

に 

 
「 

多 目 的 ホ ー ル    

」 

を 
毛 布   

 
「 

多 目 的 ホ ー ル    
」 
に 

改める。 

附 則 

この規則は、令和２年５月７日から施行する。 


